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要旨
　佐久大学看護学部の選択科目、国際看護論（an elective）（2単位、30時間）では、タイ国、
チョンブリ県、ブラパ大学看護学部（Burapha University, Faculty of Nursing, Chonburi, 
Thailand）において講義、施設見学を8月20日～29日の10日間実施し、14人の学生が履修した。
国際社会において広い視野に基づき活動できる看護職の育成を目指し、日本国とタイ国の保健
状況に関する類似点、相異点及びその背景を理解することを目的とした。期間中に学生は、タ
イの看護教育、保健医療システムについて講義を受け、第一次医療施設から第三次医療施設ま
で見学することができた。更に両国の学生は、自国における1．高齢者のケアの状況、2．母子
保健の状況、についてグループ発表を行い、高齢化がタイの2倍強の日本の状況、タイより低
い日本の出生率の状況を基に意見交換を行った。タイのブラパ大学看護学部には国境を接する
ASEAN諸国から多くの学生が留学しており、親睦交流会ではカンボジア、ラオスの学生らと
交流を深めることができ、本学の学生は、国際的な交流経験を得てコミュニケーション能力を
高める必要性を強く感じていた。

活動報告

受付日2014年10月29日　受理日2015年1月26日
佐久大学看護学部　Saku University School of Nursing
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Ⅰ．はじめに

　近年の看護・介護界では、2008年より受
入 を 開 始 し た 経 済 連 携 協 定（Economic 
Partnership Agreement）によるインドネシ
ア、フィリピンからの看護候補生、更に
2014年度からはベトナムからの受入れが始
まり、3か国の累計受入数は、2,377人（2014
年6月16日現在）1）となり経済事情を背景に国
際化が進展中である。一方、看護教育界では、
2007年のカリキュラム改正により、「看護の
統合と実践」の中で、国際社会において広い
視野に基づき、看護師として諸外国との協力
を考えることができること2）、が付記され、
以来2014年度現在242 3）ある全国の看護学部
では、国際看護論をカリキュラムに取り入れ、
更に海外で見学研修及び演習を実施している
大学が増えている。学生たちが、他国の看護
教育・現場で研修を受けながら国際的な視野
を持つことの効果、国際人としてのコミュニ
ケーション能力を身に付けることの必要性を
自覚することは、内なる看護の国際化と言え
るであろう。佐久大学は創立（2007年）以来
国際的に活動できる看護職の育成を目指し、
2011年から4年次に国際看護論（an elective, 
2単位、30時間）をタイ国で実施している。
　2011年の実施以来、参加学生数は、年々
増えている（表1）。過去3年間は、バンコク
にあるSt. Louis Collegeを中心とする施設で
演習を行ったが、2014年度は、バンコクか
ら車で約1時間のチョンブリ県、バンセン市
に位置し、タイ東部の中核を成す国立ブラパ
大学看護学部で、2014年8月20日～29日ま
で10日間の演習を実施した（表2）。演習終了
時には、受け入れ側であるブラパ大学看護学

部、および佐久大学の両者が評価会を開催し、
評価アンケートを取り、今後のプログラムの
改善に生かしていく予定である。

Ⅱ．国際看護論履修への準備

　現地での学習効果を高めるためには事前準
備が重要であることは言うまでもない。特に
課題発表をより良く準備することにより、現
地では両国の類似点や相違点をよりよく理解
できると考え、次のようなステップで準備を
行った。
１．4年次に履修するために、3年次の後半

に最初のオリエンテーションを行い、希
望者への準備を促した。

２．4年次の4月には全体オリエンテーショ
ン、及び希望者のみを対象にしたオリエ
ンテションと計2回を行った。希望者向
けのオリエンテーションでは、前年度に
履修した学生によるプレゼンテーション
により、学生の視点からとらえた国際看
護論の報告をおこなった。

３．5月中旬には、学生は国際看護論履修の
自己決定と共に両親の許可を得て、参加
を決定した。

４．6月には、学生らはブラパ大学の学生と
共に行う発表課題の作成準備に入った。
課題は、①日本の母子保健　②日本の高
齢者のケア、各30分の発表（英語）である。

５．7月末までに発表課題について日本語で
まとめ、8月の出発前までに英語版を仕
上げた。

６．タイの保健医療状況について簡単な事前
学習を行った。

７．本国際看護論の目標に基づき、学生たち

表１　国際看護論履修者の年次別数
実施年
履修者数

2011 2012 2013 2014
5 8 9 14
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はそれぞれ自分自身の小課題を持って学
習することにした。

Ⅲ．プログラムの組み立て及び見学施
設の特徴

　短期間に効果をあげるためには、学生たち
が両国のシステムや状況を比較し易いプログ
ラムを作ることが必要である。ブラパ大学看
護学部の協力を得て、施設見学では第一次医
療～第三次医療施設（公立）を組み入れた。更
に、地域の特色ある見学施設として、高齢者

のケア施設、エイズホスピス、高度先進医療
を提供する私立のSamittivet Hospital（Sri 
Ra-Cha Town）を見学した。このような組み
立てにより、学生は、タイの保健医療状況の
全体像を捉え、更に、高齢化が進む日本と高
齢化率が丁度日本の半分の割合を推移してい
るタイの現状（60歳以上の高齢化率15.4％、
65歳以上の高齢化率10.3％, 20144））、少子化
が進み日本と類似する状況（タイの出生率は
1.6％, 20144））を理解する。また、日本には存
在しない、タイの伝統文化・宗教に根差した
寺院が管理するエイズホスピスを見学する。

表２　日程
実施期間：2014 年 8 月 20 日～ 29 日
8/20（水）
8/21（木）

8/22（金）

8/23（土）

8/24（日）

8/25（月）

8/26（火）

8/27（水）

8/28（木）

8/29（金）

AM
AM
PM
AM
PM
AM
PM
AM
PM
AM
PM

AM
PM

AM
PM
夕
AM
PM
夕

AM

タイへ出発
オリエンテーション、ブラパ大学について、看護学部の見学
講義：タイのヘルスケア・システム
講義：タイにおける看護教育システム、看護職の役割
施設見学：Ban Bang-Lamoong 高齢者ケア施設
施設見学：AIDS Home（寺院が管理するエイズホスピス）
Wat Pra-Bat Num-Poo, Loburi
タイの歴史、伝統文化視察、古都アユタヤを訪問

施設見学：Cha Cheang-Trau Provincial Hospital（県立、第三次
　　　　　医療施設）
施設見学：Panas Nikom Community Hospital（町立、第二次
　　　　　医療施設）
講義：タイ、アジア、世界の看護：実情、課題および動向
施設見学：Samittivet Hospital（Sri Ra-Cha Town）私立
　　　　　第三次医療病院（日本人対象の病棟を設置）
参加：地域の高齢者の機能訓練体操へ参加、家庭訪問（2 件）
施設見学：Ban-Meong Sub District Hospital（第一次医療施設）
グループ発表の準備
課題発表会：①高齢者のケア　②母子保健の状況
評価会
親睦交流の会
帰国の途へ
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１．Elderly Home: Ban Bang-Lamoong

　本施設は社会福祉省の管轄下にある高齢者
のための社会福祉センターであり、6つの役
割 1）入所者の生活支援、2）入所者の緊急時
の対応・搬送、3）高齢者に関する地域活動、
4）情報・技術を駆使した運営管理、5）大学等
の研究・研修施設、6）県のモデル事業の実施
を担っている。建立は40年前であり、敷地
面積は42,000㎢に及ぶ。敷地内には入所者の
Quality of Life の 向 上 を 目 指 し、「Happy 
Home」という施設を建立し、温泉やサウナ、
祈祷場等を設けている。入所者数は226名で、
53名の職員でケアに当たっていた。所長は
ソーシャルワーカーの資格を有している。専
門資格を有している職員は、ソーシャルワー
カー6名、看護師3名、理学療法士／作業療
法士3名である。また、タイ王国では、自身
の誕生日に社会奉仕をする慣習があり、全土
よりボランティアが集っていた。入所者数
226名の内、最年少者は61歳、最高齢者は
102歳であった（2014年8月22日時点）。入所
理由としては、「家族と住めない」が52.65％、

「誰もケアをする人がいない」が37.61％であ
り、全体の9割を占めている。入所者は施設
内において、エクササイズ、宗教活動（祈祷）、
職員の業務のサポート（ボランティア）、レク
レーション、刺繍等をして生活をしていた。

２．AIDS Home: Wat Pra-Bat Num-Poo

　本施設は寺院が管理をするHIV-AIDS 
homeであり、60㎞離れた場所に孤児院も建
立されている。1992年に建立され、開設者
はオーストラリア人である。本施設には150
名のHIV-AIDS患者が入所しており、うち
40名は治療が必要な患者であった。開設当
初は、家族から見放され、行き場所のなくな
った患者の『最期の場所』であり、治療は行わ
れなかったが、現在は、症状に応じて治療も
行っている。入所者の住居は、男性棟・女性
棟・家族棟に分かれており、免疫力が維持さ

れている患者用の住居として、独立した一軒
家の住居が建設されている。また、症状が悪
化し、日常生活が困難となった患者の病院も
併設されている。免疫力が維持されている入
所者は、寺院内において、清掃等の仕事を担
いながら生活をしている。本施設は、タイ全
土および世界各国からの寄付金により維持さ
れている（軍事団体からの寄付は除く）。施設
内に常駐する看護職は准看護師1名のみであ
り、世界各国から集まる看護師のボランティ
アの協力を得ている。医師は月1回診療に出
向いている。タイ全土において、HIV-AIDS
に対する偏見は軽減してきてはいるものの、
入所者が死亡した場合の引き取り手がいない
場合が多い。原則的には、寺院が患者の宗教
に応じた葬儀を行い、埋葬している。

３．Cha Cheang-Trau Provinicial Hospital

　本施設は県立の第三次医療施設であり、チ
ャチューンサオ県の中核病院である。バンコ
クより東へ60㎞の場所にある。第三次医療
施設であるが、紹介制による診療ではなく、
誰もがいつでもどんな時でも診療を受けるこ
とが出来る。また、3大学の実習施設として
の役割も担っている。本施設は約600床の病
床数を備えている。全職員数は1600名（うち、
医師80名、看護師400名、准看護師25名、
助手250名）である。当院では、年間3500件
の分娩があり、その内60％が正常分娩、20
％が帝王切開、20％が吸引分娩等の異常分娩
である。

４．Panas Nikom Community Hospital

　本施設は第二次医療施設であり、3大学の
実習施設としての役割も担っている。病床数
は約90床、医師8名、看護師102名、助手12
名、歯科医師2名、薬剤師4名である。本施
設の分娩数は、月に約90～150件であり、60
％が正常分娩、40％が帝王切開である。産前、
産後の部屋は大部屋で、廊下には妊婦健診、



69

佐久大学看護研究雑誌７巻１号　65‒74 , 2015

栄養指導、母親学級に関するポスターが貼ら
れていた。

５．Samittivet Hospital

　本施設は1993年に開院した私立の第三次医
療施設である。バンコクから東へ130㎞に位
置し、海と山に囲まれた環境にある。また、
国際的な医療機能評価（JCI：Joint Commission 
International）の認証を取得している。診療
科は23科におよび、一般病棟126床、ICU9
床、CCU8床を備えている。本施設では、医
師69名、看護師232名が医療に携わっている。
タイ東部地方には多くの日本企業が進出して
いるため、院内に「ジャパン・メディカルセ
ンター」を設置しており、日本語通訳者8名、
日本語可能な医師（3名）・看護師（2名）が配
置され、日本人患者に医療サービスを提供し
ていた。2014年度中には、病院の最上階に
日本人専用入院病棟が完成予定である。

６．Ban-Meong Sub District Hospital

　本施設は町の管轄下にある保健センターで、
診療室2床を備えて診療を行っている。火傷、
骨折等の外傷から認知症も含め、すべての第
一次医療を提供する。そのため、以前は
Public Health Centerと 呼 ば れ て い た が、
2012年からHospitalとの呼称に変更されて
いる。本施設は第二次医療施設（チョンブリ
病院）まで車で10分の場所に位置しており、
緊急時には患者を搬送している。また、提携
している第二次医療施設は本施設の職員を育
成し、医療の質を維持・向上させる責任を担
っている。常駐する専門職は、看護学部を卒
業後に4か月のPrimary Care Program Course
を修了した看護職2名と、公衆衛生学部を卒
業した2名である。勤務時間は8：00-16：00

（延長18：00まで）である。本施設は、地域住
民の健康を守る役割を担い、家族ごとのカル
テが作成され保管されている。カルテの作
成・情報更新には、地域に配置されているヘ

ルスボランティアの協力がある。

Ⅳ．タイのヘルスケア・システム

１．医療施設

第一次医療：Sub-District Hospital（2012年ま
でHealth Centerと呼ばれていた）で提供さ
れ、全国に50,000ヶ所設置されている。最も
住民に近い保健医療施設である。管理者は、
看護師（Nursing Dep. 卒）または、保健師

（Public Health Dep. 卒）で、ここで働く看護
師は、処方箋を書くことが法的に許可されて
いる。また、第一次医療に限定した小手術、
縫合、治療をすることも許可されている。看
護学部を卒業後、4か月の卒後教育Primary 
Care Program Courseを受講しなければな
らない。通常医師は、常駐せず、搬送先であ
る第二次病院の医師と必要に応じて連絡を取
る仕組みとなっている。業務は、正常分娩を
含む母子保健、健康推進サービス、健康教育、
第一次医療（ケア）、環境保健、公衆衛生サー
ビスを提供している。

第二次医療：地域病院（Community Hospital）
200床以上、Sub-District Hospitalからの紹介、
及び搬送病院であるが、近くの住民は、軽傷
から重症まで利用するため、混雑している。
地域により、隣国のミャンマー、カンボジア、
ベトナムなどからの移民が多く受診し、通訳
を雇用して医療サービスを提供している病院、
地域で巡回診療を行う病院などがある。チョ
ンブリ県パタヤ近郊では、日本の企業が進出
しているため、日本式の高級私立病院（日本
語案内、日本人通訳有り）が設立されていた。

第三次医療：地域の中核を担う県立病院、及
び大学付属病院、専門病院など、日本と同様
に高度専門医療を提供し、保健医療人材の教
育の場でもある。
　第一次医療施設から第三次医療施設まで区
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分されているが、紹介状・高度医療専門機関
の初診料システムがなく、国公立の病院は患
者を断れないシステムになっているため、軽
傷から重症患者まで混んでいる病院が多い。

２．保険システム

　タイの保険システムは下記の4種類であり、
保険の種類により提供できる医療サービスが
決まっている。個人の収入と必要に応じて、
2種類の保険に入っている者も多い。国家公
務員保険と個人で契約した医療保険の併用、
社会健康保険と個人で契約した医療保険との
併用などである。
１） ゴールデン・カード：農民、自営業者が

申請、日本の国民皆保険に似ているが、
日本のように毎月の掛け金を納める必要
はない。

２） 国家公務員保険：現職の国家公務員およ
び退職者とその家族に適用される。

３） 社会健康保険：企業が雇用者のために保
険会社と契約し、2～3の病院を推薦し
ている。被保険者は推薦された病院の中
で自分が選択して受診することができる。

４）個人的に保険会社と契約する医療保険

Ⅴ．タイの看護教育システムの特徴

　タイの人口　64,871,000人（2014年7月1日
現在）
　タイの看護学部数―合計93
　年間の看護師養成数　約20,000人
　看 護 師 数（2014）　 高 度 実 践 看 護 師

（Advanced Practical Nurse）2,500人、 正 看
護師 200,000人、准看護師 1,000人（古い教育
システムで学んだ人で、大学で2年間学ぶこ
とにより正看護師への道が開けている。）
博士号取得者は2,000人以上、修士号取得者
は25,000人以上（2014）

　タイの看護教育は、大学教育に統一されて

い る。 タ イ 看 護・ 助 産 評 議 会（Thailand 
Nursing & Midwifery Council）は、28年（2014
年現在）の歴史を持ち、看護教育カリキュラ
ム、看護の免許制度、更新制度、病院の看護
部における質の保障に責任を持っている。

　 タ イ 看 護 協 会（Nurses’ Association of 
Thailand）は85年（2014年現在）の歴史を持ち、
専門職の能力開発、現任教育を行い、職能団
体として、国内外で認められており国際看護
師協会（ICN：International Council of Nurses）
のメンバーである。

　国家試験は、年に3回実施されており、2
年間、即ち6回まで受験することができる。
試験問題は7領域（成人・老年、小児、母性、
地域、精神、産科、看護倫理・看護に関する
法律）から出題され、不合格となった領域は
次回に受験し、全領域の合格を目指すシステ
ムである。
　免許は5年毎の更新制で、更新には50時間
の現任教育が必要である。

Ⅵ．履修学生の評価アンケートについ
て

　本年度のプログラムを振り返り、次年度へ
の改善の参考とすべく11項目からなる評価
アンケート（表3）を実施した。
　評価アンケートにおいて、問1から問6ま
では現地で受けた講義、及び見学施設を通し
てタイの保健医療、看護を取り巻く状況がど
れ位理解できたかを訊ねた問いであるが平均
して74％の学生が「まあまあ理解できた」と
回答した。初めて学ぶタイの保健医療の状況
を日本の状況と対比させつつ理解しようと努
めたものとして評価できる割合であった。こ
の内「あまり良く理解できなかった」と回答し
たものについて、1人がHIV/AIDSのホスピ
スにおけるケアについてであり、また、2つ
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の課題（①高齢者のケア、②母子保健の状況）
について両国の学生が発表したことは有意義
であったかどうかを尋ねた問7では、2名

（14.3％）が「とてもそう思う」と回答し、10名
（71.4％）が「まあまあそう思う」と回答してい
た。2名（14.3％）は「あまりそう思わない」と
回答した。この「あまりそう思わない」、と回
答した2名の意図は、タイ側の発表が総体的
であったため、日本側の発表と比較して、地
域の状況が具体的に示されなかった点に起因
したのではないかと思われる。高齢者のケア
について両国の学生の意見が最も異なってい
たのは、「年老いた両親を家族がみるべきか、
施設など社会資源を活用すべきか」について

タイの学生4人全員が「子どもが親の面倒を
見るのは当然であり、施設に預けることは考
えられない」と述べた点であった。
　アンケートで注目すべきは、問8「国際看
護論は、自身の今後の看護職としてのキャリ
アアップを考えるきっかけになりましたか」、
問9「タイにおける国際看護論を履修したこ
とは有益だったと思いますか」に対し、両方
の問いで同じく13名（92.9％）が「とてもそう
思う」と回答し、残りの1名（7.1％）が「まあま
あそう思う」と回答、即ち全員が、国際看護
論の履修を有効であると認めていた。最後に、
各人が立てた小目標の達成を含めて「国際看
護論の目標達成度」について尋ねた問10の平

 

 一般教育（高校卒業）

看護助手（1 年）

大学教育（学士、4 年間）
Baccalaureate Degree 
120-140 単位

大学院・修士課程（2 年間）
24-30 単位 & 学位論文
6-12 単位・研究、又は 36
単位の座学（1971 年開始）

大学院・博士課程（3 年間）
42 単位、学位論文・48 単位

（全領域で留学生を受入れ）

大学院・博士課程（DNP）
Doctor of Nursing Practice 
92 単位（内 50 単位・実践、24 単位・
学位論文、18 単位・座学）
高度実践看護師 2014 年開始）

図１　タイの看護教育システム

＊ 看護助手の教育（1年）－英語の表現は、Practical Nurseとなっており、准看護師と間違えられ易いが、看護助
手の位置づけである。

（1）看護助手（Practical Nurse）1年、タイ看護・助産評議会より証書の交付
　  正看護師の監督、指示により患者のケアをすることができるが、できる仕事が限定されている。ICUでは働

けない。
（2）看護助手（Nurse Aide）各病院で3-6か月間の研修を受けた者。患者に触れる仕事はできない。
（出典：Nursing Education System by Puangrat Boonyanurak, Faculty of Nursing, Burapha University, Thailand, 
Lecture 8/21/, 2014）
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表３　2014国際看護論に関するアンケート集計結果

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

講義を通じて、タイの看護教育
および保険医療システムについて
理解することが出来ましたか

講義・施設見学を通じて、施設に
おけるタイの高齢者ケアについ
て、日本との相違点・類似点を理
解することができましたか

HIV/AIDS 患者のケアについて、日
本との相違点・類似点を理解する
ことが出来ましたか

施設見学を通じて、タイの看護学
生の実習状況を理解することが出
来ましたか

講義・施設見学を通じて、タイの
母子保健について、日本との相違
点・類似点を理解することができ
ましたか

タイの第 1 次医療施設から第 3 次
医療施設までの見学を通じて、日
本との相違点・類似点を理解する
ことが出来ましたか

二つのトピックスによるプレゼン
テーションは、両国の学生にとっ
て有意義なものでしたか

国際看護論は、自身の今後の看護
職としてのキャリアアップを考え
るきっかけになりましたか

タイにおける国際看護論を履修し
たことは有益だったと思いますか

本国際看護論演習のあなたの目標
達成度は何パーセントですか

11. 今回のタイでの演習について、あなた自身の小課題は何でしたか。（複数回答）
・タイの文化・生活・価値観を知り、日本との相違について学ぶ（3）
・英語でのコミュニケーション（5）
・日本とタイの看護・医療を比較し、日本の看護・医療との相違について学ぶ（4）
・日本とタイとの高齢者ケアについての相違および看護の役割の相違について学ぶ（2）
・以前のタイの現状と現在のタイの現状の比較（1）

とても
理解できた

まあまあ
理解できた

あまり
理解できなかった

ぜんぜん
理解できなかった

3 名
（21.4%）

11 名
（78.6%）

0 名
（0%）

0 名
（0%）

3 名
（21.4%）

3 名
（21.4%）

0 名
（0%）

4 名
（28.6%）

3 名
（21.4%）

11 名
（78.6%）

10 名
（71.4%）

12 名
（85.7%）

10 名
（71.4%）

11 名
（78.6%）

0 名
（0%）

0 名
（0%）

1 名
（7.1%）

0 名
（0%）

2 名
（14.3%）

0 名
（0%）

0 名
（0%）

0 名
（0%）

0 名
（0%）

0 名
（0%）

平均達成度 80.3%

2 名
（14.3%）

10 名
（71.4%）

13 名
（92.9%）

1 名
（7.1%）

13 名
（92.9%）

1 名
（7.1%）

2 名
（14.3%）

0 名
（0%）

0 名
（0%）

0 名
（0%）

0 名
（0%）

0 名
（0%）

とても
そう思う

まあまあ
そう思う

あまり
そう思わない

ぜんぜん
そう思わない

0% 25% 50% 75% 100%
0 名

（0%）
0 名

（0%）
2 名

（14.3%）
7 名

（50%）
5 名

（35.7%）
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均割合は80.3％であり、現地での履修の目標
は達成されたと思料する。

Ⅶ．今後の課題

　両国の状況について、事前学習が深いと、
現地での理解度が深まることが課題発表及び
見学施設の評価アンケートから示唆された。
日本の状況をしっかり学ぶことにより、タイ
の状況についての質問もし易く、比較し易い。
又、日本ではあまり討議されないエイズ患者
のケアについて学習しておくことは、タイに
特徴的なケアを理解することになり、事前学
習の時間を効率的に確保することが重要であ
ると考えられる。又、現地における施設見学
の方法についてよりよく理解するため、ブラ
パ大学担当者と協議し、内容の充実を目指す
必要があろう。更に、実施時期について、約
半数の学生がより早い時期を希望しているこ
とがその他のコメントに述べられており、今
後の検討課題である。

Ⅷ．まとめ

　タイ国、ブラパ大学を拠点とする「国際看
護論演習」では、履修者全員が現地で積極的
に講義、討議、施設見学に参加、更に、帰国
後レポートを提出することにより所定の単位
を取得することができた。学生たちは講義、
施設見学や家庭訪問を通してタイ国の人々の
生活様式、保健医療、看護の状況を理解する
ことができた。他国の状況を理解することは、
日本の状況を理解することにつながることを
確信することができた。日本と異なる環境の
中で他国の看護を学び、ASEAN諸国の看護
学生と交流することにより、体験を通じて、
国際的な視野を広め、将来のキャリアにつな
がる卒後教育へ向けた学習意欲が強く意識づ
けられたことは、履修者にとり大きな成果で
あった。親睦交流の会で知り合ったラオス、

カンボジアの学生たちとのメールによる交流
が学生間で継続されている。このような小さ
な出会いが、将来につづく太い絆になる可能
性を秘めている。
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